
お知らせ

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定
の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をも
とにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した
場合であっても、必要な医薬品が提供が提供しやす
くなります。これに伴い、一般名処方加算を算定し
ております。

また、令和6年10月より長期収載品について、医療
上の必要性があると認められない場合に、患者の希
望を踏まえ処方等した場合は選定療養となりますの
で、ご理解のほどよろしくお願い致します。
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